
★ ４月にお誕生日を迎える小学校就学前のお子さんの写真を募集中です。顔のはっきり写った
お子さんの写真、氏名、ふりがな、住所、生年月日、40字以内のコメント、保護者の氏名、
連絡先を記入のうえ下記の宛先へ郵送又は直接持参してください。（応募多数の場合抽選）
※応募いただいた写真は返却できません。３月生まれのみんな

あて先 〒367-8501　本庄市本庄３-５-３　本庄市役所秘書広報課広報広聴係
☎㉕1155　Ｆ㉑８499　※締め切りは３月13日㈮必着です。

でんごん広場の掲載申し込み
は、秘書広報課（☎㉕1155）
へお問い合わせください。
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　株式会社シェリエから「地域福祉基金」にご寄附をいただ
きました。いただいた寄附金は、有効に活用させていただき
ます。ありがとうございました。（敬称略）

善意ありがとうございます

　＝行事案内　　　＝会員募集募行

みなさんの情報交換の場

でんごん広場 地域福祉基金

★介護いきがい課☎㉕１１２７

歌や踊りが大好
きな蓮ちゃん
いつもみんなを
楽しませてくれ
てありがとう
大スキだよ

島
しま

田
だ

　蓮
れんせい

生ちゃん〈３歳〉
（緑１丁目）

ちっちゃくて丸
くてふわふわの
なごちゃんが、
みんな大好きで
す。

お誕生日おめで
とう。透子の笑
顔は家族の元気
の源です。ゆっ
くり大きくなっ
てね。

いつもニコニコ
我が家のアイド
ルこはるちゃん
ゆっくり大きく
なってね

１歳のお誕生日
おめでとう！笑
顔で元気いっぱ
いにすくすく育っ
てね！せいくん
大好き

𠮷
よし

田
だ

　聖
せい

矢
や

ちゃん〈１歳〉
（児玉町児玉）

尾
お

崎
ざき

　心
こ

春
はる

ちゃん〈１歳〉
（柏２丁目）

齊
さい

田
た

　透
とう

子
こ

ちゃん〈２歳〉
（東台３丁目）

井
い

野
の

川
かわ

　和
なごみ

ちゃん〈１歳〉
（児玉町八幡山）

１歳のお誕生日
おめでとうこ
れからもたくさ
んの笑顔でみん
なを癒やしてね


梅
うめざわ

澤　希
き い

衣ちゃん〈１歳〉
（早稲田の杜４丁目）

　埼玉ヤマト株式会社から、大雪被害の義援金として商品売
上金の一部をご寄附いただきました。「ふるさと創生基金」
に積み立て、有効に活用させていただきます。ありがとうご
ざいました。（敬称略）
★企画課☎㉕１１５７

ふるさと創生基金

本庄市文化展実行委員会主催
「本庄市文化展」作品募集

申込　３月31日㈫まで
募 集作品　写真、書、陶芸、手工芸、華道、
その他
規格　自由（大きい場合は要相談）
費用　１点850円
※文化展は５月29日㈮から31日㈰午前９
時～午後５時（31日㈰は午後２時まで）
まで市役所１階市民ホールで開催されま
す。詳しくは下記へ
問い合わせ　森田☎080-3209-5545

行

あじさいちぎり絵クラブ
日時　毎月第２・４月曜日　午後１時～４時
場所　本庄南公民館
内 容　和紙を絵の具代わりに使用して描
く和紙の絵の作製

費用　教材費のみ
対象　20歳以上
問い合わせ　須賀☎33５９５１

募

　

め
で
た
く
１
０
０
歳
を
迎
え
ら

れ
た
中
央
２
丁
目
の
福
島
順
平
さ

ん（
大
正
４
年
１
月
25
日
生
ま
れ
）

に
、吉
田
市
長
か
ら
お
祝
い
の「
寿

状
」
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

▲福島　順平さん
（中央２丁目）
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本庄市長

しんげの
一言メッセージ市長コラム

児玉地域における固定資産税等の調査・
更正業務についての報告

※本庄市は埼玉県都市競艇組合に加入しており、組合
からの配分金をさまざまな事業に活用しています。

老人福祉センターつきみ荘の休館日 ☎㉒３６９６

２日㈪・９日㈪・16日㈪・23日㈪・30日㈪・31日㈫・４月６日㈪

余熱利用施設湯かっこの休館日 ☎㉒８１２６

２日㈪・９日㈪・16日㈪・23日㈪・30日㈪・４月６日㈪

ボートレース戸田（埼玉県都市競艇組合主催）開催日程

１日㈰～３日㈫、12日㈭～16日㈪、26日㈭～31日㈫

―市税のコンビニ納付をご利用ください―

　全国の主なコンビニで市税の納付をすることができ
ます。詳しくは、収納課へお問い合わせください。

―市税夜間収納窓口のお知らせ―

日時　３月５日㈭、４月６日㈪　午後５時15分～７時
場所　・市役所１階　　収納課☎㉕１１２０
　　　・総合支所仮庁舎　市民福祉課税務係☎72１３３３
※市役所へお越しの際は庁舎東側の夜間休日受付通用口を、
総合支所仮庁舎へお越しの際は正面玄関をご利用ください。

　

市
長
コ
ラ
ム
に
も
ご
ざ
い
ま
す

が
、
児
玉
地
域
で
住
宅
用
地
の
課

税
標
準
額
を
減
額
す
る「
特
例（
※
）」

が
正
し
く
適
用
さ
れ
て
い
な
い
と

疑
わ
れ
る
事
案
が
多
数
判
明
し
た

こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
皆
さ
ま
の

ご
協
力
に
よ
り
、
調
査
及
び
税
額

の
更
正
業
務
が
終
了
い
た
し
ま
し

た
。
こ
の
場
を
持
ち
ま
し
て
ご
報

告
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
改
め

て
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

※
特
例
と
は
、
住
宅
の
敷
地
面
積

に
対
し
、
居
住
用
家
屋
１
棟
当
た

り
２
０
０
㎡
以
下
の
部
分
の
「
小

規
模
住
宅
用
地
」
と
、
２
０
０
㎡

を
超
え
る
部
分
の
「
一
般
住
宅
用

地
」
と
に
区
分
さ
れ
て
適
用
さ
れ

ま
す
。

① 

小
規
模
住
宅
用
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の
課
税
標
準

額
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、
固
定
資
産
税
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額
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６
分
の
１
（
都
市
計
画
税
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場

合
は
３
分
の
１
）
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一
般
住
宅
用
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課
税
標
準
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は
、
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定
資
産
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額
の
３

分
の
１
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都
市
計
画
税
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は
３
分
の
２
）
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住
宅
用
地
の
範
囲
は
、
居
住
用

家
屋
の
延
床
面
積
の
10
倍
ま
で

児
玉
地
域
に
お
け
る
固
定
資
産
税
等
の

調
査
・
更
正
業
務
の
終
了
に
つ
い
て

調査結果に基づく更正状況
①固定資産税（都市計画税を含む） ②国民健康保険税

固定資産税に更正が生じることに伴う更正です。
追 加 徴 収 還　付

件　数 372件 970件
総　額 18,712,400円 125,998,000円
うち還付金 ― 95,767,600円
　　還付加算金 ― 30,230,400円

追 加 徴 収 還　付
件　数 111件 460件
総　額 823,900円 14,878,400円
うち還付金 ― 11,517,500円
　　還付加算金 ― 3,360,900円

★児玉税務対策室☎72４２２０（※４月１日㈬以降は課税課☎㉕１１２１へ）

　２年半前に開始した航空写真情報システムによる
固定資産税の課税状況の検証作業において、住宅用
地の税負担軽減のための特例措置が正しく適用され
なかったと思われる事案が、児玉地域で多数確認さ
れました。いずれも合併前からの問題と思われ、市
では平成25年度より「児玉税務対策室」を設置し調
査・更正業務を開始。それに先立つ平成24年12月
の「広報ほんじょう」で市民の皆さまにお伝えし、
記者発表を行いました。
　この２年間の調査・更正業務の結果は下欄の通り
です。市ではこれまで対象者の皆さまにお詫びし、
更正業務を進めてまいりました。改めて市民の皆さ
まに深くお詫びし、そして、適正化にご同意、ご協
力いただいた皆さまに感謝申し上げます。

　今般の課税誤りの原因ですが、誤った解釈による
特例措置が長期間にわたり適用され、チェック体制
も不充分だったことによるものです。現在の行政を
預かる私の責務として、公表、調査、適正化を行っ
てきたことにご理解をいただければ幸いです。
　なお、本庄地域においてはこのような税法上の解
釈の誤りが原因と思われる多数の事案はありません
でした。しかし、過去の課税業務における課税誤り
は発見されております。
　市といたしましても、引き続き、課税誤りの根絶
に向けた弛まぬ努力を続けねばなりません。さらに、
より精度の高いシステムが整備されると、適正化が
必要な事案が新たに発見される可能性もあります。
　今後とも、課税誤りが見つかった場合は直ちに是
正し、税務行政への市民の皆さまの信頼が揺るがぬ
よう、努めてまいる所存です。


